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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
米
軍
北
部
訓
練
場
へ
の
新
た
な
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
の
た
め
に
陸
上
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

北
部
訓
練
場
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
の
移
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
に
反
対
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、
国
の
所
有

地
で
あ
る
進
入
路
等
に
お
け
る
車
両
の
駐
車
、
テ
ン
ト
等
の
設
置
等
の
妨
害
行
為
が
行
わ
れ
、
陸
路
に
よ
る
資
機
材
の
運
搬

が
困
難
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
安
全
か
つ
円
滑
に
工
事
を
実
施
す
る
た
め
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
資
機
材
の
運
搬
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
当
た
っ
て
、
一
部
の
機
材
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重
量
の
制
約
上
、
民
間
事
業
者
の
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
に
よ
る
運
搬
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
り
当
該
機
材
を
運
搬
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
の
遂

行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
の
命
令
に
よ
り
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
民
の
権
利
義
務
に
関
わ
ら
な
い
事
実
行
為

で
あ
っ
て
、
強
制
力
の
行
使
を
伴
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
も
、
同
法
を
根
拠
に
こ
れ
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

一



北
部
訓
練
場
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
移
設
事
業
は
、
沖
縄
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
沖
縄
県
条
例
第
七
十
七

号
）
の
適
用
対
象
事
業
で
は
な
く
、
同
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で

は
な
い
が
、
防
衛
省
と
し
て
は
、
自
然
環
境
の
保
全
に
で
き
る
限
り
配
慮
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
自
主
的
に
実
施
し

た
上
で
当
該
事
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
般
の
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
機
材
の
運
搬
に
当
た
っ
て
は
、
一
日
の
運
搬
回
数
を
必
要
最
小
限
と
し
、
ま
た
、

夜
間
の
運
搬
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
回
避
・
低
減
を
図
り
な

が
ら
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
北
部
訓
練
場
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
の
移
設
工
事
に
よ
る
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て

は
、
事
後
調
査
に
お
い
て
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
更
な
る
環
境
保
全
措
置
を
講
ず
る
な
ど
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た

い
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
防
衛
大
臣
の
発
言
は
、
北
部
訓
練
場
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
の
移
設
工
事
に
必
要
な
資
機
材
の
う
ち
、
民
間

事
業
者
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
運
搬
が
困
難
な
機
材
に
限
っ
て
、
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
り
運
搬
し
た
こ
と
に
つ

い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
「
程
度
の
問
題
」
な
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
な

二



く
、
お
答
え
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

八
、
九
及
び
十
一
に
つ
い
て

今
般
の
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
機
材
の
運
搬
に
係
る
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
の
御

指
摘
の
各
規
定
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

同
法
第
六
十
三
条
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬
は
、
同
条
に
規
定
す
る
「
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
場
合
又
は
計
器
飛

行
方
式
に
よ
り
飛
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
」
に
該
当
し
な
い
た
め
、
同
条
の
規
定
の
適
用
は
受
け
な
い
が
、
安
全
上
、
十
分

な
燃
料
を
携
行
し
た
上
で
出
発
し
て
い
る
。

同
法
第
八
十
一
条
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬
は
、
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
実
施
し

て
い
る
。
当
該
許
可
の
申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
大
阪
航
空
局
を
通
じ
て
適
切
に
行
っ
て
い
る
。

同
法
第
八
十
二
条
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
地
表
又
は
水
面
か
ら
九
百
メ
ー
ト
ル
（
計

器
飛
行
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
高
度
で
巡
航
す
る
場
合
」
に
該
当
せ
ず
、
ま

た
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
航
空
交
通
管
制
区
内
に
あ
る
航
空
路
の
空
域
・
・
・
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
指

定
す
る
航
空
交
通
が
ふ
く
そ
う
す
る
空
域
を
計
器
飛
行
方
式
に
よ
ら
な
い
で
飛
行
す
る
場
合
」に
も
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、

三



同
条
の
規
定
の
適
用
は
受
け
な
い
。

同
法
第
八
十
八
条
及
び
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
九
十
六
条
に
つ
い
て
は
、
当

該
運
搬
は
、
同
法
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
「
航
空
機
に
よ
る
物
件
の
曳
航
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定

の
適
用
は
受
け
な
い
。

同
法
第
九
十
七
条
に
つ
い
て
は
、
当
該
運
搬
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
、
航
空
交
通
管
制

圏
若
し
く
は
航
空
交
通
情
報
圏
に
係
る
空
港
等
か
ら
出
発
し
、
又
は
航
空
交
通
管
制
区
、
航
空
交
通
管
制
圏
若
し
く
は
航
空

交
通
情
報
圏
を
飛
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
に
該
当
し
な
い
た
め
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
に
飛
行

計
画
を
通
報
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
飛
行
計
画
に
従
っ
て
実
施
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
沖
縄
県
に
対
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
十
二
日
に
沖
縄
防
衛
局
か
ら
、
同
月
十
三
日
に
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
に
よ
る
機
材
の
運
搬
を
予
定
し
て
い
る
旨
の
連
絡
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
同
月
十
四
日
に
は
同
県
の
質
問
に
対

し
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
た
同
県
と
の
意
見
交
換
会
に
お
い
て
も
説
明
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
同
県
に
対
す
る
説
明
は
十
分
に
行
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

四



八
、
九
及
び
十
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
機
材
の
運
搬
に
当
た
っ
て
は
、
航
空

法
に
基
づ
く
手
続
を
適
切
に
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
沖
縄
県
に
も
事
前
に
連
絡
し
、
さ
ら
に
、
沖
縄
県
道
七
十
号
線
の
往
来

を
確
認
す
る
な
ど
、
安
全
を
確
保
し
た
上
で
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
二
及
び
十
三
に
つ
い
て

北
部
訓
練
場
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
十
二
月
二
日
に
発
表
さ
れ
た
沖
縄
に
関
す
る
特
別
行
動
委
員
会
の
最
終
報

告
に
お
い
て
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
着
陸
帯
を
、
返
還
さ
れ
る
区
域
か
ら
同
訓
練
場
の
残
余
部
分
に
移
設
す
る
こ
と
等
を
条
件
と

し
て
、
そ
の
過
半
を
返
還
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

同
訓
練
場
の
過
半
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
国
頭
村
や
東
村
が
返
還
跡
地
の
有
効
活
用
策
と
し
て
国
立
公
園
の
指
定

や
世
界
遺
産
へ
の
登
録
を
目
指
し
て
お
り
、
早
期
返
還
を
要
望
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
同
訓

練
場
の
過
半
の
返
還
を
早
期
に
実
現
し
、
沖
縄
県
の
方
々
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
着
実
に
取
組
を
進
め
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
と
も
引
き
続
き
同
県
の
方
々
の
理
解
を
求
め
て
ま
い
り
た
い
。

十
四
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
九
月
十
五
日
の
会
見
に
お
い
て
、
陸
上
幕
僚
長
は
、
防
衛
大
臣
か
ら
の
命
令
を
受
け
、
重
量
の
制
約
上
、

五



民
間
事
業
者
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
運
搬
が
困
難
な
一
部
の
機
材
に
つ
い
て
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
運
搬
し
た
旨
を

説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
大
臣
の
判
断
や
命
令
で
あ
れ
ば
違
法
で
あ
っ
て
も
従
う
と
の
判
断
」
や

「
重
量
オ
ー
バ
ー
の
危
険
な
状
態
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
て
も
安
全
を
顧
み
ず
民
間
地
上
空
を
平
気
で
飛
行
す
る
と

の
姿
勢
」
を
示
す
発
言
は
行
っ
て
い
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

六


